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欝
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の
世
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叢
と
の
相
互
関
係

　こ
の
世
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
い
か
に
生
き
、
か
つ
、
い
か
に
為
　
　
　
ル
タ
ー
は
『
俗
権
論
』
『
（
こ
の
世
の
権
威
に
つ
い
て
、
人
は
ど
の
程
度

す
べ
き
か
、
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
者
は
国
家
に
対
し
て
い
か
な
る
立
場
を
　
　
ま
で
こ
れ
に
対
し
服
従
の
義
務
が
あ
る
の
か
。
』
黛
o
ロ
≦
巴
岳
魯
㊤

と
る
べ
き
か
、
な
ぜ
、
キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
世
の
国
家
権
力
に
服
従
す
　
　
口
冨
鱒
昌
9
註
。
嵩
。
旨
け
日
塁
団
げ
σ
Q
。
ゲ
。
畠
餌
旨
゜
。
。
げ
巳
岳
α
q
器
団
゜
嶺
b
。
°
。
°

る
義
務
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
と
き
、
ル
タ
ー
の
　
　
華
’
ド
ド
b
。
曲
歯
。
。
ρ
O
ド
目
。
。
①
宇
。
。
O
む
）
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
者
の

．
．

O
げ
H
団
α
Q
犀
o
搾
．
、
概
念
は
今
日
で
も
な
お
、
非
常
に
重
要
な
根
源
的
な
意
味
　
　
国
家
権
力
に
対
す
る
服
従
義
務
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
二
つ
の
聖
書
原

をも
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
を
掲
げ
た
。
　
第
一
に
、
　
「
だ
れ
で
も
権
力
と
権
威
に
従
う
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　

K・

ア
ラ
ソ
ト
の
示
唆
に
よ
れ
ば
、
　
ル
タ
ー
の
「
こ
の
世
的
権
威
」
　
　
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
に
よ
ら
な
い
権
力
は
な
く
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る

（
O
げ
臨
σ
Q
ぎ
団
け
）
、
「
こ
の
世
的
権
力
」
（
零
。
匡
ぱ
ゲ
Φ
O
。
≦
巴
梓
）
、
「
こ
の
世
的
　
　
権
力
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
権
力
に
逆

統治
」
（
零
o
謀
。
α
q
凶
日
〇
三
）
は
、
一
つ
の
関
連
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
　
　
ら
う
者
は
神
の
秩
序
に
逆
ら
う
の
で
あ
り
、
神
の
秩
序
に
逆
ら
う
者
は
、

いる
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ル
タ
ー
の
．
．
O
び
昌
σ
q
犀
o
津
、
、
は
次
の
三
　
　
自
分
に
さ
ば
き
を
招
く
こ
と
に
な
る
L
（
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
1
3
章
1
節
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

つ
の関
係
、
す
な
わ
ち
「
霊
的
権
威
と
こ
の
世
的
権
威
と
の
相
互
関
係
」
　
　
　
2
節
）
。
同
様
に
「
あ
な
た
が
た
は
人
間
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
秩
序

（∪器
く
。
旨
繕
巨
ω
山
㊤
α
Q
。
韓
一
団
号
窪
旨
α
≦
o
匡
μ
昂
o
ロ
○
げ
昌
σ
q
犀
Φ
口
冨
β
　
　
に
従
い
な
さ
い
。
主
権
者
と
し
て
の
王
で
あ
ろ
う
と
、
悪
人
に
報
い
、
善

目
。
ぎ
p
巳
旦
、
　
「
霊
的
権
力
と
こ
の
世
的
権
力
と
の
相
互
関
係
」
（
U
器
　
　
人
を
賞
す
る
た
め
に
王
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
長
官
で
あ
ろ
う
と
、
従
い
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

＜
①
臣
9
3
ぽ
巳
の
山
臼
σ
q
o
団
・
・
象
魯
o
口
β
ロ
q
詔
o
匡
団
o
げ
①
口
O
o
ミ
巴
峠
9
浬
。
ぢ
ρ
・
　
　
い
。
（
ペ
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
2
章
1
3
節
～
1
4
節
）
。
第
二
に
、
「
山
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ほ

印
山
霞
）
、
「
霊
的
統
治
と
こ
の
世
的
統
治
と
の
相
互
関
係
」
（
U
器
く
。
旨
餌
・
　
　
説
教
」
、
「
悪
人
に
手
向
か
う
な
。
も
し
、
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ほ

一
貯
尻
山
霧
α
q
9
°
・
岳
。
ゲ
o
昌
β
昌
傷
噌
o
匡
同
魯
o
ロ
園
o
σ
Q
団
日
o
艮
o
目
Φ
ぼ
胃
伍
臼
）
　
　
打
つ
な
ら
、
ほ
か
の
頬
を
も
向
け
て
や
り
な
さ
い
。
」
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
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一
〇
七



一
〇
八

音書
5
章
3
9
節
）
を
取
り
上
げ
た
。
前
者
は
国
家
権
力
（
善
人
を
保
護
し
、
　
　
　
と
聖
霊
（
サ
ク
ラ
メ
ソ
ト
）
に
よ
っ
て
支
配
し
、
キ
リ
ス
ト
者
相
互
間
で
は

悪
人
を

罰
する
た
め
に
権
限
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
…
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
　
　
こ
の
世
の
剣
（
刑
罰
権
）
も
法
も
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者

1
3
章
3
節
～
4
節
）
が
神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
神
の
秩
序
で
あ
る
か
ら
、
　
　
は
自
分
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
隣
人
の
た
め
に
生
き
、
か
つ
、
仕
え
る

キ
リ
ス
ト
者
は
そ
の
服
従
義
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
後
者
は
敵
　
　
た
め
に
必
要
な
の
で
剣
（
刑
罰
権
）
と
法
を
使
用
す
る
。
　
蜜
。
H
H
』
腿
？

に

対
する
無
抵
抗
の
勧
め
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
相
対
立
、
相
矛
　
　
b
。
α
ρ
Ω
゜
目
ω
①
α
）
。
第
二
の
こ
の
世
的
権
威
の
妥
当
領
域
は
こ
の
世
の
国

盾す
る
二
つ
の
勧
め
の
一
致
は
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
信
仰
上
の
要
請
　
　
で
あ
り
、
そ
の
成
員
は
非
キ
リ
ス
ト
者
、
罪
人
、
悪
人
で
あ
り
、
し
た
が

であ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ル
タ
ー
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
熱
　
　
っ
て
律
法
の
も
と
に
抑
制
し
、
外
的
に
剣
（
刑
罰
権
）
や
法
を
措
定
し
、
平

狂
主
義
者と
の
対
決
に
お
い
て
、
こ
の
「
二
王
国
論
」
に
到
達
し
た
と
い
　
　
和
平
穏
を
保
持
し
、
善
人
を
保
護
し
、
悪
人
を
罰
す
る
（
≦
b
°
目
。
b
。
軌
守

わ
れ
て

いる
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b
。
㎝
H
°
Ω
゜
H
H
°
。
。
①
？
。
。
①
①
）
と
説
明
す
る
。
し
か
し
現
実
に
は
二
つ
の
国
（
神

　
ル
タ
ー
は
ヵ
イ
ソ
の
兄
弟
ア
ベ
ル
の
殺
害
の
事
例
と
と
も
に
、
国
家
権
　
　
の
国
と
こ
の
世
の
国
）
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

力
は
こ
の
世
の
初
め
か
ら
存
在
し
た
（
（
鐸
゜
H
H
』
ミ
山
蔭
。
。
）
と
述
べ
、
そ
　
　
国
（
神
の
国
）
の
み
が
存
在
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
国
は
神
の
国

れ
が

恐怖
、
圧
迫
と
な
る
の
は
悪
を
働
く
者
に
対
し
て
の
み
で
あ
り
、
正
　
　
の
類
比
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
神
の
国
を
、
こ

し
い
こ
と
を
行
な
う
者
は
、
国
家
権
力
に
対
し
て
正
義
（
愛
）
と
善
を
実
行
　
　
の
世
に
う
ち
た
て
る
た
め
に
来
た
り
給
う
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
「
悔

する
こ
と
、
む
し
ろ
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
に
、
民
　
　
い
改
め
よ
、
神
の
国
は
近
づ
い
た
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
1
章
1
5
節
）
、

に
、
秩
序
・
保
護
・
平
和
・
い
う
公
華
・
た
・
す
・
と
に
な
琵
・
い
神
の
国
・
神
の
義
を
求
豊
ニ
マ
避
に
竜
埜
・
書
6
嘉
節
）
訴

う
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
神
御
自
身
の
権
力
行
使
で
あ
り
、
　
　
　
う
イ
ェ
ス
の
こ
と
ば
は
こ
の
世
の
国
の
人
び
と
に
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し

たが
っ
て
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
が
神
に
対
す
る
服
従
と
な
る
。
つ
　
　
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
神
の
国
は
す
で
に
現
在
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ま
り
、
服
従
と
抵
抗
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
未
来
的
存
在
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

　先
の
二
つ
の
聖
書
原
理
を
実
現
さ
せ
、
妥
当
せ
し
め
る
た
め
、
ル
タ
i
　
　
成
就
は
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
こ
の
世
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
ぜ
つ

は
「

二
つ
の国
」
概
念
を
措
定
す
る
。
第
一
の
霊
的
権
威
の
妥
当
領
域
は
　
　
と
神
の
国
と
の
間
に
は
深
い
隔
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ル
タ
ー
は
こ
の

神
の
国
で
あ
り
、
そ
の
成
員
は
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
真
の
キ
リ
ス
ト
者
、
真
　
　
事
態
を
救
済
史
的
、
終
末
論
的
に
把
握
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
を
、

の

信仰
者
で
あ
る
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
は
神
の
国
の
王
、
主
で
あ
り
、
福
音
　
　
ま
た
キ
リ
ス
ト
を
信
仰
に
お
い
て
啓
示
の
神
と
し
て
承
認
し
神
の
、
ま
た



屯
卵

み
ト

ひ
齢跡
齢
幽
趣
み
ひ
b
・
そ
れ
が
神
の
国
の
福
音
で
あ
る
と
い
　
　
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
人
間
は
自
ら
の
罪
に
絶
望
し
、
ひ
た
す
ら
キ
リ
ス

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
も
と
で
悔
い
改
め
た
キ
リ
ス
ト
者
　
　
ト
の
み
に
信
頼
す
る
。
「
信
仰
の
み
」
、
「
思
恵
の
み
」
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト

は神
の
国
に
属
す
る
と
同
時
に
こ
の
世
の
国
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
　
　
者
に
な
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト

の世
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
神
の
国
は
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
と
　
　
者
は
完
全
な
人
間
に
な
る
の
で
は
な
く
、
生
涯
、
信
仰
と
聖
霊
に
よ
っ
て

奉
仕
（
信
仰
と
愛
）
の
中
に
あ
り
、
こ
の
世
の
国
の
中
で
・
神
の
決
断
に
応
　
　
悔
い
改
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
周
知
の
如
く
、
ル
タ
ー

ずる
キ
リ
ス
ト
者
の
主
体
的
決
断
に
よ
っ
て
・
内
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
　
　
の
「
義
人
に
し
て
罪
人
」
と
い
う
図
式
で
表
現
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
恩

に
す
ぎ
な
い
・
い
・
鞄
・
た
が
・
葦
…
者
は
自
分
・
自
分
鵬
雛
聾
穫
ひ
鉾
醐
鷲
樺
蘇
う
．
、
と
が
弁

に関
し
て
は
福
虫
．
に
よ
。
て
生
き
、
自
分
の
た
め
に
は
不
正
を
甘
受
し
、
　
こ
の
こ
と
か
ら
・
武
藍
雄
教
禦
・
宗
教
と
道
徳
の
間
」
と
い
う
論

悪
に
手
向
か
わ
な
い
。
し
か
し
他
人
と
他
人
の
こ
と
に
関
し
て
は
隣
人
の
　
　
文
の
中
で
・
E
°
ブ
ル
ソ
ナ
ー
の
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
存
在
倫
理
と
し
て

た
め
に
は愛
に
従
っ
て
生
き
、
い
か
露
歪
も
甘
受
し
な
い
し
、
悪
に
　
特
徴
づ
け
ら
れ
た
、
罪
人
が
義
人
で
あ
る
・
と
い
う
妻
と
R
・
ブ
ル
ト

手向
か
う
（
蓑
゜
H
ド
゜
b
コ
㎝
軌
゜
　
O
ド
H
H
°
G
Q
刈
O
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
　
　
マ
ソ
の
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
当
為
倫
理
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
「
義
人

魅
獅
ビ
筒
輝
驚
噛
雛
状
鵜
阿
麓
輪
疑
鞭
篇
鷺
翻
護
齢
酬
繁
罐
蒲
雛
離
灘
冴

し
て
、
神
の
恵
み
に
対
し
て
、
「
信
仰
の
み
」
に
よ
っ
て
、
神
に
対
す
る
　
　
「
信
仰
の
み
」
か
ら
、
E
°
ブ
ル
ソ
ナ
ー
の
い
う
「
屯
卵
み
b
鞭
臨
浄
魯
倫

責
任
へ
の
自
由
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
隣
人
へ
の
責
任
の
自
由
　
　
珊
」
が
強
調
さ
れ
、
R
・
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
い
う
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

を

果す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
神
の
国
は
キ
リ
ス
ト
　
　
の
基
調
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
的
当
為
倫
理
」
の
稀
簿
さ
が
見
ら
れ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

の自
由
が
完
全
に
現
実
化
さ
れ
た
国
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
し
て
も
、
そ
れ
を
完
全
に
無
視
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
包
含
し
て
い

　と
こ
ろ
が
、
人
間
は
だ
れ
で
も
生
ま
れ
つ
き
非
キ
リ
ス
ト
者
、
罪
人
、
　
　
　
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
き
よ
う

悪
人
であ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
人
間
は
皆
受
洗
し
た
キ
リ
ス
ト
者
で
　
　
　
畢
寛
、
ル
タ
ー
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
存
在
倫
理
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
的

あ
っ
て
も
、
同
時
に
非
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
　
　
当
為
倫
理
」
と
の
弁
証
法
的
対
立
と
統
一
と
の
中
に
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者

た
め

に神
は
非
キ
リ
ス
ト
者
、
悪
人
等
を
律
法
の
も
と
に
抑
制
し
て
い
る
　
　
の
在
り
方
お
よ
び
生
き
方
を
目
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

研

究

ノ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



一
一
〇

彼
は
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
者
こ
そ
、
神
の
国
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
、
社
　
　
　
第
一
の
城
壁
は
、
ロ
ー
マ
教
会
の
霊
的
権
力
（
教
皇
権
）
は
こ
の
世
的
権

会
な
い
し
国
家
が
最
も
望
ま
し
い
人
間
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
　
　
力
（
国
家
権
力
）
よ
り
も
優
越
し
て
い
る
と
の
主
張
に
対
し
て
、
第
二
の
城

ろ
う
か
。
こ
こ
に
ル
タ
ー
の
人
間
観
と
社
会
観
な
い
し
国
家
観
と
の
弁
証
　
　
壁
は
教
皇
の
み
が
聖
書
解
釈
の
最
高
権
威
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
て
、

法的
対
立
と
統
一
が
看
取
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
の
城
壁
は
教
皇
の
み
が
公
会
議
を
召
集
で
き
る
と
い
う
主
張
に
対
し

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
つ
ま
り
、
権
威
概
念
は
信
仰
に
よ
っ
て
神
へ
向
か
う
、
　
「
キ
リ
ス
ト
者
　
　
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ル
タ
ー
が
指
摘
し
た
三
つ
の
城
壁
は
、
つ
ま
り
、
　
　
，

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の自
由
」
の
自
由
の
側
面
、
人
間
観
を
現
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
　
　
霊
的
権
力
（
教
皇
権
）
は
こ
の
世
的
権
力
（
国
家
権
力
）
よ
り
も
優
越
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
聖
書
に
、
神
の
み
こ
と
ば
に
何
の
根
拠
も

　次
に
、
こ
の
よ
う
な
権
威
を
と
も
な
っ
た
権
力
概
念
を
検
討
し
た
い
と
　
　
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

思う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
皇
栖
伽
絶
跡
伯
、
櫓
跡
伽
に
対
し
て
、
ル
タ
ー
は
「
キ
リ
ス
ト
の
身

　
二
、
霊
的
権
力
と
こ
の
世
的
権
力
と
の
相
互
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体
」
（
8
愚
口
ω
O
ぼ
団
ω
紆
目
日
）
概
念
を
取
り
上
げ
、
論
証
す
る
。
こ
の
キ

　本
来
的
に
は
、
梅
跡
、
梅
か
の
二
概
念
は
分
離
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
　
　
リ
ス
ト
の
身
体
の
監
瀞
、
霊
の
賜
物
は
種
々
多
様
で
あ
り
、
い
ち
ば
ん
た

こ
で
は
、
こ
の
両
概
念
よ
り
抽
出
さ
れ
る
規
範
の
背
反
事
例
に
言
及
し
た
　
　
い
せ
つ
な
こ
と
は
一
つ
の
洗
礼
、
一
つ
の
福
音
、
一
つ
の
信
仰
を
も
つ
キ

いと
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
、
霊
的
階
級
（
教
皇
、
司
教
、
司
祭
等
）
で
あ
ろ
う

　
ル
タ
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
理
念
よ
り
生
起
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
　
　
と
、
こ
の
世
的
階
級
（
諸
候
、
君
主
、
手
工
業
者
、
農
耕
者
等
）
で
あ
ろ
う

、
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

教会
の
世
俗
化
、
国
家
の
教
会
化
と
い
う
当
時
の
事
態
に
悲
憤
し
、
　
「
キ
　
　
と
何
の
区
別
も
な
い
。
た
だ
職
務
の
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ

リ
ス
ト
者
身
分
（
キ
リ
ス
ト
教
界
）
の
改
善
に
関
し
て
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
　
　
れ
は
す
べ
て
同
様
に
霊
的
階
級
（
祭
司
）
な
の
だ
わ
ら
、
と
い
う
こ
と
を
指

者
貴族
に
与
え
る
書
」
（
跨
け
山
Φ
昌
O
げ
昌
ω
臣
o
げ
Φ
昌
跨
匹
9
山
Φ
崖
諾
o
げ
①
H
　
　
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

宕
讐
δ
ロ
＜
o
口
侮
①
゜
・
O
冨
団
ω
岳
o
げ
o
詳
ω
鐙
巳
o
ω
げ
霧
ω
o
毎
口
㎎
扇
N
ρ
壽
曹
　
　
　
ル
タ
ー
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
霊
的
職
務
（
σ
q
o
即
・
。
ユ
幽
o
犀
o
ω
跨
日
け
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

O
・
心
宕
－
蔭
①
O
・
Ω
・
H
°
。
。
①
。
。
1
島
α
）
を
提
出
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
び
こ
の
世
的
職
務
（
≦
Φ
一
け
一
一
〇
ゲ
①
の
　
跨
旨
P
け
）
は
弁
証
法
的
差
異
を
認
め

　
ルタ
ー
は
こ
の
書
に
お
い
て
、
霊
的
権
威
と
霊
的
権
力
の
権
限
範
囲
に
　
　
な
が
ら
も
、
ほ
ぼ
同
義
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

おけ
る
霊
的
職
務
の
意
味
づ
け
を
し
、
神
の
み
こ
と
ば
と
聖
霊
（
サ
ク
ラ
　
　
　
す
な
わ
ち
、
両
者
は
神
の
措
定
に
よ
る
神
の
秩
序
で
あ
り
、
両
者
は
職

メ
ン
ト
）
が
職
務
（
奉
仕
）
の
差
異
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
　
務
の
、
奉
仕
の
差
異
の
二
側
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
各
々
の



人
聞
は
他
者
の
た
め
に
創
ら
れ
、
生
ま
れ
た
」
（
毒
』
H
。
恕
①
）
よ
う
に
、
　
　
は
神
を
神
た
ら
し
め
る
こ
と
、
福
音
の
領
域
た
る
神
の
領
域
と
律
法
の
領

「

諸候
」
も
他
者
の
た
め
の
人
格
で
あ
る
。
「
君
主
と
諸
候
は
自
分
自
身
の
　
　
域
た
る
こ
の
世
の
権
力
と
の
間
に
明
確
に
一
線
を
画
し
た
の
で
あ
る
。

た
め
の人
格
で
は
な
く
、
人
び
と
に
奉
仕
す
る
と
い
う
他
者
の
た
め
の
人
　
　
　
こ
こ
で
彼
は
、
「
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神

格
で
あ
る
」
（
課
゜
　
ド
O
°
　
①
蔭
◎
o
）
。
他
者
の
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
　
　
に
返
し
な
さ
い
」
。
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
2
2
章
2
1
節
、
マ
ル
コ
に
ょ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
職務
、
奉
仕
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
　
　
福
音
書
1
2
章
1
7
節
）
と
い
う
イ
エ
ス
の
命
令
の
聖
句
を
引
用
し
て
主
張
し

ト
者
の
職
務
は
そ
れ
ぞ
れ
霊
的
職
務
（
説
教
）
と
こ
の
世
的
職
務
（
こ
の
世
　
　
た
。

の

秩序
保
持
）
と
に
分
離
さ
れ
る
が
、
神
の
秩
序
の
、
神
の
愛
の
統
一
の
　
　
　
こ
の
こ
と
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
絶
対
的
な
る
神
に
は
絶
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
相
対
的
な
る
こ
の
世
の
権
力
に
は
相
対
的
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
に

　
し

かし
、
前
述
の
如
く
ル
タ
ー
は
現
実
に
は
霊
的
権
力
（
教
皇
権
）
と
こ
　
　
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
支
配
す
る
霊
的
領
域
に
相
対
的
に

の

世
的

権力
（
国
家
権
力
）
の
職
務
違
反
事
例
と
対
決
す
る
こ
と
を
余
議
な
　
　
関
わ
っ
た
り
、
カ
イ
ザ
ル
の
支
配
す
る
国
家
領
域
に
絶
対
的
に
関
わ
っ
て

く
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
前
者
は
無
政
府
状
態
、
後
者
は
死

　第
一
に
司
教
は
神
の
こ
と
ば
を
放
棄
し
、
異
端
の
是
正
を
こ
の
世
の
諸
　
　
以
外
の
何
も
の
を
も
招
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
パ
ウ
ロ
と
同
様
、
権
威
概

候
の
刑
罰
権
に
委
ね
た
こ
と
、
第
二
に
こ
の
世
の
諸
候
は
善
人
を
保
護
　
　
念
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
も
国
家
を
終
末
論
的
観
点
か
ら

し
、
悪
人
を
罰
す
べ
き
な
の
に
、
自
ら
も
種
々
の
悪
事
に
加
担
し
、
職
権
　
　
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
国
家
へ
の
服
従
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

外
の
異
端
を
排
撃
す
る
な
ど
、
そ
の
後
始
末
は
司
教
の
破
門
状
を
も
っ
て
　
　
に
限
界
も
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
な
に
が
ヵ
イ
ザ
ル
（
皇
帝
）

　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

行
な
う
と
い
う
事
例
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
こ
こ
で
霊
的
権
力
（
教
皇
権
）
　
　
に
属
す
る
の
か
、
ど
こ
に
限
界
が
あ
る
の
か
、
究
極
的
に
は
キ
リ
ス
ト
者

およ
び
こ
の
世
的
権
力
（
国
家
権
力
）
の
限
界
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
各
自
が
、
神
の
決
断
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
、
責
任
と
自
由
に
よ

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
魂
を
統
治
な
さ
る
の
は
神
御
自
身
た
だ
お
ひ
と
り
　
　
る
主
体
的
決
断
に
よ
っ
て
立
つ
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
と
、
　
「
人
間
に
従

であ
り
、
こ
の
世
の
権
力
（
国
家
権
力
）
は
そ
れ
を
侵
す
こ
と
は
で
き
な
　
　
う
よ
り
は
、
神
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
（
使
徒
行
伝
5
章
2
9
節
、
同
4
章
1
9

い
。
こ
の
世
の
権
力
は
外
的
な
身
体
や
財
産
等
、
律
法
の
領
域
に
限
ら
れ
　
　
節
）
と
い
う
ペ
テ
ロ
の
こ
と
ば
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
究
極
の
拠
り
ど
こ

て

いる
。
福
音
の
領
域
を
こ
の
世
の
権
力
が
導
く
な
ら
、
神
の
統
治
を
侵
　
　
う
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

犯
し
、
魂
を
誤
導
し
、
破
滅
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ル
タ
ー
　
　
　
P
・
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
も
、
国
家
と
い
え
ど
も
過
ぎ
去
る
「
こ
の
世
の
姿
」

研

究

ノ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一



一＝
一

（コ
リ
ソ
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
7
章
3
1
節
）
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
　
　
　
こ
の
統
治
概
念
は
先
に
権
威
概
念
の
と
こ
ろ
で
言
及
し
た
「
神
の
国
」

権
力
は
有
限
で
あ
り
、
主
の
再
臨
と
と
も
に
、
ほ
ど
な
く
（
ロ
ー
マ
人
へ
　
　
と
「
こ
の
世
の
国
」
概
念
と
に
対
応
す
る
。
し
か
し
権
威
（
権
力
を
含
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の

手紙
1
3
章
1
1
節
）
そ
れ
に
終
止
符
を
打
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
　
　
概
念
の
場
合
に
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
神
へ
向
か
う
自
由
で
あ
る
の
に
、
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
た
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ

ス
ト
者
は
一
方
で
国
家
に
対
し
て
は
尊
敬
と
服
従
を
も
っ
て
関
わ
り
、
他
　
　
治
概
念
で
は
神
か
ら
神
の
愛
に
よ
っ
て
他
者
（
隣
人
）
に
向
か
う
奉
仕
（
職

方
で
新
し
き
世
（
§
）
に
属
す
る
人
間
と
し
て
、
同
時
に
国
家
か
ら
自
　
瀞
）
寡
掌
侮
う
こ
と
・
換
一
享
れ
ば
霊
た
る
・
内
的
生
L
と
肉
た

由
な
、
独
立
的
立
場
に
立
つ
こ
と
、
国
家
は
究
極
的
権
威
で
も
な
け
れ
ば
、
　
　
る
「
外
的
生
」
の
予
盾
、
対
立
に
対
し
て
、
統
一
的
に
関
わ
る
こ
と
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

最
高善
で
も
な
い
、
キ
リ
ス
ト
者
の
「
国
籍
」
は
天
に
あ
る
（
ピ
リ
ピ
人
　
　
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
の
結
論
の
図
式
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

へ
の

手紙
3
章
2
0
節
）
の
だ
か
ら
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　こ
こ
で
も
キ
リ
ス
ト
者
は
神
の
国
の
民
で
あ
る
と
同
時
に
こ
の
世
の
　
　
　
パ
ウ
ロ
（
テ
モ
テ
へ
の
第
一
の
手
紙
4
章
4
節
）
と
同
様
、
ル
タ
ー
は

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

国
の
民
で
あ
る
こ
と
の
、
対
立
と
統
一
の
弁
証
法
的
図
式
が
看
取
さ
れ
　
　
「
神
の
被
造
物
は
善
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
、
「
権
力
は
神
の

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
べ
で
あ
る
」
を
取
り
上
げ
、
権
力
の
座
に
あ
る
も
の
は
神
の
「
公
僕
」

次
に
統治
ξ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
う
．
　
　
　
　
鋸
る
．
し
た
が
っ
て
権
力
を
螢
し
、
服
従
す
る
．
」
と
轟
姦
う
．
」

　三
、
霊
的
統
治
と
こ
の
世
的
統
治
と
の
相
互
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
剣
と
権
力
の
職
務
は
誰
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
者
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
、
権
威
、
権
力
の
二
概
念
が
人
間
観
を
現
わ
し
　
　
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て

いる
と
す
れ
ば
、
統
治
概
念
は
社
会
観
な
い
し
国
家
観
を
現
わ
し
て
い
　
　
　
先
の
権
力
概
念
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
霊
的
階
級
た
る
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
関
係
は
相
関
的
（
表
裏
一
体
の
関
　
　
ス
ト
者
の
条
件
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
信
仰
の
み
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

係
）
で
あ
り
、
弁
証
法
的
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
キ
リ
ス
ト
は
霊
の
剣
す
な
わ
ち
神
の
み
こ
と
ば
と
霊
に
よ
っ
て
説
教

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ルタ
ー
は
、
神
が
二
つ
の
統
治
を
措
定
さ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
　
　
な
さ
っ
た
が
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
職
務
で

方
は
（
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
聖
霊
に
ょ
っ
て
内
的
に
キ
リ
ス
ト
者
、
真
の
　
　
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
使
徒
や
霊
的
統
治
者
と
い
え
ど
も
主
に
従
わ
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

信仰
者
を
つ
く
る
」
）
霊
的
統
治
、
他
方
は
（
「
非
キ
リ
ス
ト
者
、
悪
人
を
　
　
な
ら
な
か
っ
た
、
と
説
明
す
る
。
要
す
る
に
、
キ
リ
ス
ト
者
が
神
の
道
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

抑制
し
、
外
的
に
平
和
平
穏
を
保
持
す
る
」
）
こ
の
世
的
統
治
（
壽
゜
H
ド
　
　
と
し
て
神
の
秩
序
に
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
果
た
す
こ
と
は
、
神
の
愛
（
律

認
H
）
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
）
が
彼
ら
に
出
合
う
唯
一
の
場
と
も
言
い
う
る
だ
ろ
う
。



　ルタ
ー
の
関
心
事
は
専
ら
こ
の
世
的
統
治
の
も
と
に
あ
る
・
謙
慎
邸
蔀
　
　
て
、
理
性
と
分
別
と
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
こ
と
、
悪
事
を
行
な
う
者
に
対

尖
b
欝
象
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
・
　
，
　
　
し
て
は
憂
か
つ
厳
格
舖
か
わ
ね
窪
ら
な
い
が
、
国
と
民
爵
す
る

　
ル
カ
に
ょ
る
福
音
書
2
2
章
2
5
節
を
典
拠
に
し
て
、
彼
は
こ
の
世
の
諸
候
　
　
配
慮
を
も
っ
て
行
な
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
神
の
秩
序
に
服
す
る
奉
仕
と

の本
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
・
彼
ら
は
諸
候
に
生
ま
れ
・
選
ば
　
　
し
て
の
、
こ
の
世
の
統
治
の
職
務
を
指
摘
す
る
。

れる
と
人
び
と
に
仕
え
ら
れ
・
権
力
行
使
以
外
の
こ
と
を
考
え
な
い
。
自
　
　
先
の
権
力
概
念
で
触
れ
た
よ
う
に
、
霊
的
職
務
と
こ
の
世
的
職
務
は
と

分自
身
の
た
め
で
は
な
く
・
他
人
の
利
益
・
名
誉
・
幸
福
の
た
め
に
・
愛
　
　
も
に
神
の
秩
序
の
も
と
に
あ
り
、
奉
仕
の
二
側
面
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者

に
お
ける
奉
価
（
ヘ
　
へ
わ
ざ
）
を
勧
め
る
。
し
か
し
・
K
°
H
°
レ
ン
グ
ス
ト
ル
　
　
各
自
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
秩
序
に
対
す
る

フ

にょ
れ
ば
・
「
諸
候
は
こ
の
世
の
支
配
者
お
よ
び
主
人
と
し
て
権
力
を
　
　
服
従
の
義
務
を
果
す
こ
と
に
な
り
、
神
の
愛
の
統
一
の
も
と
に
あ
る
と
い

ふる
う
だ
け
で
満
足
だ
し
・
権
力
行
使
と
い
う
職
務
を
理
由
に
・
好
ん
で
　
　
う
こ
と
、
し
か
し
、
こ
の
統
治
概
念
に
お
い
て
は
、
前
述
の
如
く
、
神
か

遜
蝋
馨
謬
な
叡
礪
毅
麹
紡
聾
∴
購
篤
疑
讃
擁
殿
璽
鑓

確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
。
君
主
は
読
な
べ
て
．
」
の
世
に
お
け
る
最
　
四
、
結
語

大
の
愚
か
者
で
あ
り
、
最
悪
の
悪
党
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
　
　
　
以
上
の
小
論
の
中
で
中
心
的
命
題
で
あ
っ
た
、
ル
タ
ー
の
「
二
王
国
論
」

あ
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
の
真
意
は
逆
に
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
愛
の
奉
仕
　
　
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
服
従
と
抵
抗
と
の
関
係
、
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自

を

行な
う
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
候
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
　
　
由
」
の
命
題
で
あ
る
自
由
と
奉
仕
と
の
関
係
、
さ
ら
に
、
人
間
の
、
霊
た

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
「
内
的
生
」
（
人
間
観
）
と
、
肉
た
る
「
外
的
生
」
（
社
会
観
な
い
し
国
家

　彼
の
理
想
的
諸
候
像
は
、
国
と
民
と
を
私
物
化
せ
ず
、
信
仰
と
心
か
ら
　
　
観
）
の
相
対
立
、
相
矛
盾
に
対
し
て
二
つ
の
「
生
」
に
統
一
的
に
関
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

の祈
り
を
も
っ
て
彼
ら
の
公
益
幸
福
の
た
め
に
寄
与
す
る
こ
と
、
権
力
と
　
　
こ
と
の
関
係
、
福
音
と
律
法
と
の
関
係
等
は
、
神
と
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る

権威
と
を
私
芋
、
民
の
必
峯
を
自
分
の
必
峯
の
ご
と
く
、
愛
の
奉
　
諏
怠
偽
を
縦
の
倫
理
と
し
・
隣
念
禁
み
肇
奮
を
横
の
麺

仕
を
行
な
う
こ
と
、
顧
問
や
高
官
に
対
し
て
は
ダ
ビ
デ
の
例
を
模
範
と
し
　
　
と
す
る
、
相
関
的
、
弁
証
法
的
対
立
と
統
一
を
示
す
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理

て
、
す
べ
て
委
託
し
信
頼
し
き
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
監
視
の
目
を
も
っ
　
　
規
範
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
研

究
ノ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ



一
一
四

　
そ
し

て

信仰
と
倫
理
の
問
題
を
取
り
扱
う
限
り
、
神
の
愛
と
隣
人
愛
の
　
　
，
註

規範
へ
、
何
ら
か
の
形
で
関
わ
う
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
　
　
　
（
1
）
　
囚
霞
け
跨
ぽ
目
F
ピ
β
跨
霞
U
Φ
β
房
。
F
国
茜
欝
自
o
q
ω
げ
曽
ロ
偶
H
H
°

し
、
倫
理
の
問
題
に
最
善
（
切
Φ
ω
O
は
あ
り
得
ず
、
次
善
（
切
o
ω
゜
。
巽
）
が
そ
　
　
　
　
目
碁
げ
臼
♂
×
節
o
ロ
（
ω
9
ヰ
σ
q
胃
け
”
同
㊤
零
）
（
O
げ
昌
σ
q
犀
の
詳
ω
』
蔭
癖
h
°
毒
。
・

の回
答
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
、
キ
リ
ス
　
　
　
　
三
凶
o
げ
o
O
o
≦
鑑
計
ψ
置
O
h
°
妻
匹
ぽ
o
α
q
ぼ
6
ロ
計
ω
・
G
。
。
。
㎝
゜
）

ト
者
各
自
が
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
神
の
前
に
お
け
る
自
由
と
責
任
に
お
　
　
　
　
℃
°
≧
匪
碧
9
U
o
同
切
ユ
無
胃
幽
団
Φ
幻
α
日
①
が
2
↓
U
ρ
（
O
α
暮
ぼ
α
q
。
口

い
て

主体
的
に
決
断
す
べ
き
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
㊤
蕊
）
H
ド
諺
匡
由
o
σ
q
P
¢
H
。
。
H
・

　
結論
は
ル
タ
ー
の
、
、
O
び
昌
σ
Q
犀
。
ミ
”
概
念
は
社
会
倫
理
お
よ
び
政
治
倫
　
　
　
　
（
N
T
D
新
約
聖
書
註
解
㈹
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
』
（
一
九
六
六
年
第

理
の
規
範
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
規
範
で
も
あ
り
う
　
　
　
　
十
版
）
、
杉
山
好
訳
、
（
N
T
D
新
約
聖
書
註
解
刊
行
会
）
、
昭
和
四

る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
年
）
三
一
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
。
）

　
そし
て
ル
タ
ー
は
究
極
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
「
人
間
に
従
う
よ
り
は
、
神

に

従う
べ
き
で
あ
る
」
（
使
徒
行
伝
5
章
2
9
節
、
同
4
章
1
9
節
）
と
い
う
ぺ
　
　
　
一
、

テ
ロ

の
こ
と
ば
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
ル
タ
ー
の
表
現
は
聖
書
の
文
言
と
多
少
異
な
っ
て
い
る
。

　
以

上の
、
ル
タ
ー
の
，
．
O
げ
協
σ
q
寄
津
、
、
概
念
の
分
祈
、
そ
れ
に
基
づ
く
人
　
　
　
　
す
べ
て
の
人
は
上
に
立
つ
権
威
に
従
う
べ
き
で
あ
る
…
（
ロ
ー
マ
人

間
観
、
社
会
観
な
い
し
国
家
観
の
展
開
は
、
総
論
の
一
つ
の
試
み
で
あ
り
、
　
　
　
　
へ
の
手
紙
1
3
章
1
節
）

静的
な
断
面
図
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
の
．
．
O
げ
ユ
α
q
犀
Φ
淳
、
、
概
　
　
　
（
3
）
　
あ
な
た
那
た
は
す
べ
て
人
の
立
て
た
制
度
に
従
い
な
さ
い
…

念
は
、
人
間
観
お
よ
び
社
会
観
な
い
し
国
家
観
を
全
体
と
し
て
動
的
に
み
　
　
　
　
（
ペ
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
2
章
1
3
節
）

　
　
　
（
銘
）

る
、
歴
史
観
が
付
加
さ
れ
ね
ば
、
よ
り
正
確
に
、
よ
り
立
体
的
に
と
ら
え
　
　
　
　
（
4
）
　
”
b
犀
げ
㊤
β
9
U
臼
ゆ
ユ
o
h
き
曲
o
国
α
B
Φ
ひ
Z
日
∪
ρ
ψ

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
言
及
は
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
　
　
　
　
H
ω
b
。
l
H
。
。
ω
・

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
』
三
二
八
ー
三
三
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

　

（以
上は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
日
、
英
知
大
学
に
お
い
て
行
な
　
　
　
（
5
）
　
∪
』
o
鼻
o
Φ
庸
o
が
国
夢
岸
”
（
竃
ぽ
。
げ
①
P
H
㊤
①
①
）
・
ω
・
陣
ρ

わ
れ
た
「日
本
キ
リ
ス
ト
教
学
会
近
畿
支
部
会
」
に
お
け
る
研
究
発
表
の
　
　
　
　
（
ボ
ソ
ヘ
ツ
フ
ァ
選
集
、
y
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
、
森
野
善
右

原稿
に
、
若
干
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衛
門
訳
、
八
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
）



（6
）
　
U
°
竃
貫
叶
ぽ
ド
9
ゲ
臼
゜
。
妻
臼
犀
ρ
年
津
同
ω
。
げ
o
O
舘
§
p
富
岳
o
q
卑
　
　
　
　
（
ル
タ
ー
「
俗
権
論
」
に
見
ら
れ
る
「
二
つ
の
王
国
の
理
論
」
に
つ

　
ゴ
ρ
零
Φ
営
胃
つ
♂
ロ
罰
巴
臣
。
ゲ
o
H
O
げ
剛
σ
q
犀
Φ
登
鼠
o
乏
o
詫
日
碧
　
　
　
　
　
い
て
。
加
賀
美
久
夫
、
三
二
〇
ペ
ー
ジ
。
（
以
下
加
賀
美
と
略
記
）
、

　
凶
げ
O
⑦
げ
o
器
p
日
，
ω
些
巳
島
α
q
器
μ
゜
H
器
。
。
）
護
゜
H
H
。
b
。
海
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』
所
収
、
∬
、
「
宗
教
と
道
徳
の
間
」
、
武

　
U
巳
ゲ
臼
¢
≦
o
蒔
o
貯
跨
岳
≦
四
匡
曾
げ
臼
碧
ω
゜
9
8
Ω
Φ
日
o
p
（
団
。
・
　
　
　
藤
一
雄
、
創
文
社
、
（
昭
和
四
十
八
年
第
三
版
）
、
二
四
四
－
二
五
一

　島
P
H
り
O
刈
）
”
b
。
切
ユ
Φ
゜
Ω
゜
H
H
°
°
。
0
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
（
『
社
会
倫
理
の
研
究
』
所
収
、
「
国
家
権
力
と
人
間
」
、
田
原
善
郎
、

　
（
拗
草
書
房
）
、
（
昭
和
四
十
三
年
）
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
（
以
下
田
原
と
　
　
　
二
、

　
略記
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
芝
跨
゜
目
』
①
α
』
①
。
。
』
刈
ρ

（7
）
　
国
゜
o
Q
魯
≦
。
凶
器
ひ
U
器
国
く
§
α
q
集
ロ
日
口
9
。
爵
寓
魯
ざ
゜
。
”
2
↓
U
　
　
　
　
（
田
原
、
六
ペ
ー
ジ
参
照
。
）

　
ど
（
O
α
窪
ぼ
o
q
o
P
6
零
）
ω
゜
器
h
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
（
諺
”
畠
o
ロ
O
町
団
゜
・
臣
野
窪
諺
山
9
山
o
暮
。
。
o
冨
同
乞
讐
団
o
ロ
く
o
口

　
（
N
T
D
新
約
聖
書
註
解
ω
、
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
響
書
』
（
一
九
七
五
　
　
　
　
伍
窃
O
げ
凶
゜
・
岳
魯
。
口
の
富
巳
。
吻
げ
o
ω
ω
o
H
自
σ
q
°
H
認
O
°
）
華
゜
①
゜
合
N

　年
）
、
高
橋
三
郎
訳
、
　
（
昭
和
五
十
一
年
）
、
五
一
－
五
四
ペ
ー
ジ
参
　
　
　
　
（
1
5
）
　
勺
゜
b
＃
げ
碧
゜
。
》
い
に
臣
o
房
目
o
ゲ
吋
o
く
o
口
山
Φ
β
げ
o
達
o
口
幻
⑦
博
o
げ
o
ロ

　照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坤
目
団
o
億
霧
山
①
H
寄
圃
謡
ド
ω
．
H
H
b
。
°

（8
）
　
田
原
、
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
ぐ
舜
・
目
・
鱒
①
9
b
。
①
。
。
・
，
b
。
①
O
山
『
ρ

（9
）
出
。
貯
N
出
。
曇
b
。
耳
。
ざ
幻
⑦
μ
昏
O
o
峠
奮
ロ
民
妻
。
ド
（
U
睾
　
　
（
1
7
）
舜
゜
H
H
』
①
b
。
°

旨
ω
鼠
貸
ド
0
8
）
”
（
”
≧
臣
窪
9
ピ
β
臣
Φ
屋
い
・
冨
。
く
。
口
山
。
ロ
び
9
　
　
　
（
1
8
）
　
（
現
代
宗
教
講
座
、
皿
、
『
信
仰
と
人
生
』
）
所
収
、
（
「
権
力
と
暴

山魯
切
9
。
げ
①
巳
旨
国
o
ロ
臼
匹
2
寄
一
ユ
ぎ
ω
゜
ド
旨
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
の
否
定
、
武
藤
一
雄
、
（
創
文
社
）
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

（1
0
）
　
≦
鋭
H
H
』
α
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
団
゜
ω
臼
白
o
団
N
臼
”
U
器
国
く
m
5
σ
q
o
崔
口
日
ロ
8
ゲ
寓
餌
時
口
ω
暫
Σ
↓
U

　
（
『
世
俗
の
中
の
福
音
』
所
収
、
「
信
仰
と
社
会
倫
理
」
、
関
根
正
雄
、
　
　
　
　
　
ど
ψ
H
ω
O
°

　
（
キ
リ
ス
ト
教
夜
間
講
座
出
版
部
）
（
昭
和
四
十
二
年
）
三
三
一
－
三
　
　
　
　
（
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
三
三
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
）

　
四
一
ペ
ー
ジ
参
照
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
団
・
匿
爵
9
ロ
9
U
窪
団
昌
o
隔
9
μ
伽
博
o
国
α
日
①
斜
乞
↓
∪
ρ
ω
・
H
。
。
ド

（1
1
）
　
『
宣
教
と
神
学
』
青
山
学
院
大
学
9
0
周
年
記
念
論
文
集
。
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
』
三
三
三
－
三
三
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
）

研

究
ノ
ー
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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（
国
営
ω
8
ド
巴
幻
o
日
雪
o
°
・
°
）
課
゜
♂
』
o
。
O
h
°

三
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
経
済
思
想
史
研
究
、
沢
崎
堅
造
、
（
未
来
社
）
（
昭
和
四
十

（
2
1
）
　
零
跨
゜
S
°
。
°
。
°
（
＜
o
口
自
o
月
国
器
臣
o
団
け
o
ぽ
①
゜
。
O
げ
即
鴇
Ω
昌
冨
ロ
・
　
　
　
　
年
）
、
一
六
－
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
。
（
以
下
沢
崎
と
略
記
）
。

　
°
・
o
げ
Φ
P
H
認
O
）
○
ド
H
H
b
。
N
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
賀
美
、
三
三
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

（2
2
）
　
9
匂
窪
o
旨
貯
9
国
゜
ω
霞
9
窪
日
費
日
蝸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
　
1
2
章
2
9
節
～
3
1
節
。

　
U
O
H
切
H
♂
｛
O
㊤
P
日
博
目
O
爵
O
β
ω
り
゜
°
…
：
：
9
ω
ド
炸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
　
2
2
章
3
5
節
～
4
0
節
。

　
U
9
切
同
団
o
断
侮
ロ
目
団
9
°
励
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
1
0
章
2
5
節
～
2
7
節
。

　
∪
°
H
切
臨
o
h
p
ロ
象
o
出
Φ
げ
鼠
o
が
Z
日
U
P
（
O
窪
膏
σ
q
①
p
H
㊤
①
。
。
）
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
沢
崎
、
二
〇
ー
二
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
（
N
T
D
新
約
聖
書
註
解
㈲
、
「
テ
モ
テ
へ
の
手
紙
」
他
、
泉
治
典
、

　
大
友
陽
子訳
）
昭
和
五
十
年
）
、
五
五
－
六
〇
ぺ
ー
ジ
参
照
。
）

（2
3
）
　
囚
’
出
゜
閃
9
σ
q
°
・
ぎ
罫
∪
器
国
く
雪
α
Q
9
貯
昌
冨
9
冒
犀
p
9

　
2
↓
∪
ρ
（
O
o
，
ヰ
ぼ
α
q
魯
㍉
8
0
。
）
り
ω
』
＆
。

　
（
N
T
D
新
約
聖
書
註
解
㈲
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
』
書
泉
治
典
、

　
渋
谷
　
浩訳
、
（
昭
和
五
十
一
年
）
五
一
七
－
五
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
）

（
2
4
）
　
蚕
。
H
μ
』
①
Q
。
°

（
％
）
　
零
鋭
H
ド
b
。
刈
。
。
°

四
、

（
2
6
）
　
（
U
器
ζ
p
σ
q
巳
ゆ
8
け
く
o
巳
〇
三
。
。
o
冨
汁
β
巳
窪
ω
α
Q
o
ぽ
σ
Q
ε
H
O
さ
。
ド

　
譲
跨
．
刈
゜
α
㎝
O
h
°

　
ル
タ
ー
、
「
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
」
、
内
海
季
秋
訳
、
　
（
ル
タ
i
著
作

集
分
冊
、
7
）
（
聖
文
舎
）
、
昭
和
四
十
八
年
）
、
一
八
ペ
ー
ジ
以
下
、


